
１
は
じ
め
に

（
１
Ｊ
）
ｉ
ｆ
、
（
民
Ｊ
）

著
者
は
、
日
本
へ
の
ケ
シ
の
渡
来
に
関
連
し
て
、
こ
こ
十
数
年
来
、
阿
片
を
一
成
分
と
す
る
津
軽
一
粒
金
丹
の
史
的
研
究
を
続
け
、
そ
の
成

果
を
本
誌
や
著
書
の
中
で
発
表
し
て
来
た
。

（
６
）

さ
ら
に
本
誌
第
三
十
巻
四
号
に
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
津
軽
一
粒
金
丹
の
包
装
紙
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
は
奇

し
く
も
渋
江
抽
斎
が
使
用
し
て
い
た
包
装
紙
で
あ
っ
た
。

津
軽
一
粒
金
丹
に
つ
い
て
は
、
著
者
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
も
、
未
だ
断
片
的
な
こ
と
以
外
殆
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
弘
前
藩
で
ど
の
程
度
生

産
を
管
理
し
て
い
た
の
か
な
ど
具
体
的
な
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

今
回
著
者
は
渋
江
抽
斎
が
抄
出
編
纂
し
た
弘
前
藩
江
戸
屋
敷
の
宿
直
日
記
「
直
舎
伝
記
抄
」
を
精
査
し
、
津
軽
一
粒
金
丹
に
関
し
て
従
来
不

明
で
あ
っ
た
多
く
の
疑
問
点
を
解
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
以
下
に
報
告
す
る
。

な
お
「
直
舎
伝
記
抄
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
の
中
で
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
報
告
し
て
あ
る
の
で
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

な
お
現
存
の
「
直
舎
伝
記
抄
」
六
冊
は
、
第
八
十
六
回
日
本
医
史
学
会
総
会
の
記
念
刊
行
物
と
し
て
活
字
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
附

津
軽
一
粒
金
丹
の
研
究
二
一

ｌ
浅
越
事
件
に
つ
い
て
Ｉ

溌
罐
鏡
罐
一
垂
準
濤
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日
受
付

松
木
明
知
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こ
れ
は
信
政
が
学
術
を
奨
励
し
、
殖
産
政
策
を
積
極
的
に
推
し
進
め
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
浅
越
家
の
先
祖
も
こ
の
中
の
一
人
で
あ
っ
た
。

弘
前
市
立
図
書
館
に
、
江
戸
藩
士
の
由
緒
書
を
集
成
し
た
「
江
戸
御
家
中
明
細
帳
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
か
ら
、
浅
越
氏
の

代
々
に
つ
い
て
簡
略
に
抄
出
し
て
お
く
。

抱
え
ら
れ
た
。

れ
た
。

２
浅
越
氏
に
つ
い
て

幕
末
の
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
に
江
戸
定
府
の
医
官
を
勤
め
て
い
た
浅
越
永
寿
が
一
粒
金
丹
を
無
断
で
販
売
し
た
と
い
う
所
謂
浅
越
事

件
が
起
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
記
す
前
に
、
ま
ず
浅
越
氏
の
代
々
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

浅
越
氏
は
代
々
弘
前
藩
の
藩
医
で
あ
っ
た
。
先
祖
の
宗
祐
は
小
児
科
の
医
者
と
し
て
弘
前
藩
四
代
藩
主
の
津
軽
信
政
に
江
戸
で
召
し
抱
え
ら

記
し
て
お
く
。

初
代
浅
越
宗
祐

元
禄
九
年
五
月
十
日
三
十
人
扶
持
、
御
医
者
と
し
て
御
目
見

同
十
五
年
七
月
十
八
日
御
近
習
医
者

宝
永
八
年
二
月
十
一
日
新
知
二
百
石

同
十
八
日
先
知
三
百
石

正
徳
四
年
五
月
六
日
病
身
に
付
隠
居
願
申
出
る
も
、
子
供
幼
少
に
つ
き
、
御
番
御
免
、
御
用
の
節
相
勤
め
る
様
申
し
付
け
ら
れ

元
禄
年
間
前
後
に
は
、
一
般
の
藩
士
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
と
く
に
医
者
を
含
め
た
多
く
の
技
術
者
が
藩
士
と
し
て
信
政
に
よ
っ
て
召
し
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忰
玄
隆
御
番
見
習

享
保
三
年
五
月
十
九
日
隠
居

二
代
目
宗
祐
忰
浅
越
玄
隆

宝
永
七
年
七
月
朔
日
御
目
見

正
徳
四
年
五
月
六
日
御
番
見
習

享
保
三
年
五
月
十
九
日
家
督
相
続
高
三
百
石

同
十
五
年
正
月
元
日
本
道
高
木
達
常
上
順
に
御
目
見

元
文
元
年
五
月
十
七
日
御
近
習
医
者

宝
暦
五
年
十
二
月
二
十
一
日
隠
居

三
代
目

玄
隆
忰浅

越
玄
理

享
保
十
四
年
九
月
十
九
日
御
目
見

寛
延
二
年
十
二
月
十
五
日
御
番
見
習

宝
暦
五
年
十
二
月
二
十
一
日
親
隠
居
に
付
、
高
三
百
石
の
中
、
百
石
下
し
置
か
れ
る

同
九
年
七
月
二
十
八
日
御
比
佐
様
（
第
七
代
藩
主
信
寧
の
女
、
宝
暦
五
年
八
月
十
二
日
生
。
松
木
註
）
を
治
療
す

同
年
閏
七
月
三
日
当
分
の
間
御
番
御
免

同
十
年
正
月
二
十
八
日
御
近
習
医
者

る
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安
永
五
年
三
月
二
十
三
日
五
十
石
加
増
都
合
百
五
十
石

天
明
四
年
三
月
十
日
病
死

玄
理
聟
養
子

実
町
医
中
村
寿
庵

二
男

浅
越
玄
周

明
和
八
年
十
月
朔
日
養
子
願

同
九
年
四
月
朔
日
御
目
見

安
永
二
年
八
月
六
日
病
身
の
た
め
実
家
へ
帰
る

四
代
目
実
町
医
村
松
久
閑
二
男

玄
理
聟
養
子

浅
越
玄
隆

安
永
四
年
七
月
二
十
八
日
聟
養
子

同
年
九
月
朔
日
御
目
見

同
，
年
十
二
月
二
十
九
日
月
並
出
仕

同
九
年
三
月
朔
日
御
番
見
習
表
医
者

天
明
四
年
五
月
五
日
親
玄
理
跡
式
、
高
百
五
十
石
六
人
扶
持

寛
政
元
年
四
月
二
十
九
日
御
近
習
詰

同
五
年
五
月
十
六
日
御
近
習
医
者
格
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文
化
十
年
十
月
四
日

同
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

文
政
八
年
三
月
晦
日

同
年
五
月
三
日

同
十
一
年
正
月
十
八
日

同
十
二
年
三
月
二
十
八
日

天
保
十
年
八
月
十
二
日

弘
化
五
年
五
月
二
日

嘉
永
二
年
九
月
二
十
八
日

同
六
年
十
一
月
十
三
日

六
代
目

同
六
年
正
月
十
五
日

同
十
二
年
三
月
十
一
日

文
化
八
年
閏
二
月
二
十
一
日

同
九
年
十
月
二
十
七
日

同
十
一
年
三
月
十
五
日

文
政
十
年
八
月
十
一
日

五
代
目

玄
隆
三
男
為
嫡
子

浅
越
永
寿

御
国
許
で
嫡
子
願

御
目
見

月
並
出
仕

御
番
見
習
、
表
医
者

親
玄
隆
跡
式
、
高
百
八
十
石
六
人
扶
持
、
但
し
是
迄
の
勤
料
を
差
し
引
く

御
近
習
医
者
介

御
近
習
詰
、
御
次
第
は
中
丸
昌
庵
の
次
順

待
従
様
附
、
御
近
習
医
者
助

御
近
表
医
者
格

病
死

永
寿
三
男
末
期
申
立
候

近
習
医
者

勤
料
二
十
俵

勤
料
二
十
俵
増

御
国
許
で
三
十
石
加
増
、
都
合
百
八
十
石

御
国
許
で
一
粒
金
丹
製
法
御
伝
授

病
死
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三
代
目
の
玄
理
が
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
三
月
十
日
に
病
死
し
た
の
で
、
町
医
の
中
村
寿
庵
の
二
男
玄
周
を
聟
養
子
と
し
て
迎
え
た
が
、

病
身
で
あ
っ
た
の
で
、
聟
養
子
を
解
消
し
、
玄
周
は
実
家
へ
帰
っ
た
。

浅
越
家
で
は
改
め
て
町
医
村
松
久
閑
の
二
男
を
聟
養
子
と
し
て
迎
え
、
浅
越
家
の
四
代
目
と
し
た
こ
と
が
分
る
。

こ
の
四
代
目
の
玄
隆
の
娘
が
幕
府
の
訳
官
馬
場
佐
十
郎
の
妻
と
な
っ
た
こ
と
が
、
佐
十
郎
の
墓
碑
銘
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。

文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
馬
場
佐
十
郎
は
、
幕
府
に
捕
え
ら
れ
た
ロ
シ
ア
の
船
長
ゴ
ロ
ー
’
一
ン
の
取
り
調
べ
の
た
め
箱
館
に
出
張
し
た
が
、

そ
の
途
中
青
森
に
お
い
て
、
義
父
浅
越
玄
隆
と
会
っ
た
こ
と
が
次
の
記
録
で
立
証
さ
れ
よ
う
。

直
舎
伝
記
抄
（
題
号
欠
、
寛
政
八
年
）

嘉
永
七
年
四
月
十
五
日

同
年
五
月
七
日

同
年
十
一
月
朔
日

安
政
五
年
二
月
八
日

同
年
十
月
二
十
九
日

同
年
十
一
月
二
十
四
日

文
久
元
年
九
月
二
十
五
日

同
年
十
一
月
三
日

直
舎
伝
記
抄
（
題
号
欠
、

文
化
十
年
二
月
十
四
日

浅
越
福
蔵

後
改
玄
隆

親
永
寿
末
期
申
立
三
男
跡
式
、
高
百
八
十
石
六
人
扶
持
、
小
普
請
医

玄
隆
と
名
改

御
目
見

表
医
者
介

月
並
出
仕

御
番
見
習
、
習
医
者

奥
御
番
助

引
取
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３
浅
越
事
件
に
つ
い
て

さ
て
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
九
月
末
に
、
突
如
と
し
て
浅
越
事
件
と
も
称
す
べ
き
事
件
が
弘
前
藩
の
江
戸
屋
敷
で
持
ち
上
っ
た
。
正
式

に
は
九
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
、
当
日
は
、
表
医
者
の
小
島
杏
栄
の
宿
直
の
日
で
あ
っ
た
。

御
用
人
の
杉
山
小
藤
太
か
ら
二
十
七
日
付
で
、
近
習
医
の
矢
島
玄
碩
、
中
丸
昌
貞
宛
に
左
の
よ
う
な
書
状
が
来
た
。

別
紙
書
抜
壱
通
差
越
候
。

九
月
二
十
七
日

つ
ま
り
浅
越
永
寿
に
質
問
に
文
書
で
回
答
す
る
よ
う
に
伝
え
よ
と
、
浅
越
の
同
僚
の
矢
島
玄
碩
、
中
丸
昌
貞
に
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

御
用
人
の
杉
山
か
ら
来
た
質
問
は
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

覚

浅
越
永
寿
儀
、
一
粒
金
丹
調
合
御
伝
法
茂
相
済
不
申
芙
処
、
一
粒
金
丹
与
名
付
、
三
拾
粒
壱
包
二
付
、
価
南
錬
壱
片
ヅ
ッ
ニ
売
弘
メ
、
上
包

平
沼
養
敬

村
井
元
倫

一
、
私
縁
者
馬
場
佐
十
郎
儀
松
前
御
用
二
而
青
森
通
行
仕
候
二
付
私
儀
青
森
江
羅
越
致
対
面
候
様
被
仰
付
難
有
化
合
奉
存
候

玄
隆

（
原
文
に
は
句
読
点
は
な
い
が
、
読
承
易
い
よ
う
に
著
者
が
入
れ
た
。
以
下
同
様
・
）

委
細
答
書
ヲ
以
申
出
候
様
、
永
寿
江
、
此
旨
可
被
申
通
候
以
上
。
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右
の
「
‐
覚
」
を
要
約
す
》

を
一
包
と
し
て
販
売
し
た
。

用
人
の
杉
山
か
ら
質
問
状
が
来
た
翌
日
に
は
、
浅
越
永
寿
か
ら
の
返
事
が
、
同
僚
の
矢
島
玄
碩
、
中
丸
昌
貞
の
添
書
が
添
え
ら
れ
て
早
速
提

出
さ
れ
た
。
少
し
長
い
が
左
に
引
用
す
る
。

包
紙
に
も
単
に
「
一
粒
金
丹
」
と
記
し
、
能
書
も
粗
末
で
、
名
も
記
し
て
い
な
い
。
最
近
も
武
州
岩
槻
の
者
が
永
寿
よ
り
こ
の
薬
を
購
入
し

て
、
馬
喰
町
の
旅
館
で
、
こ
の
薬
は
津
軽
の
秘
薬
で
あ
る
と
吹
聴
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

藩
に
仕
え
る
身
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
は
外
聞
に
も
か
か
わ
る
事
で
も
あ
り
、
詳
細
に
つ
い
て
報
告
せ
よ
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

一
粒
金
丹
吟

得
シ
美
由
。

罷
在
美
由
。

続
い
て
翌
九
月
二
十
八
日
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

尤
本
法
調
合
に
て
〈
、
下
直
二
売
出
し
申
間
敷
由
、
御
番
医
乍
相
勤
、
右
躰
之
致
方
二
而
者
御
外
聞
之
義
出
来
可
申
旨
、
右
之
通
相
聞

芙
。
委
細
答
書
を
以
可
申
出
笑
以
上
九
月

右
の
「
覚
」
を
要
約
す
る
と
、
浅
越
永
寿
は
津
軽
一
粒
金
丹
の
製
造
販
売
の
許
可
も
得
ず
に
、
調
合
し
、
津
軽
一
粒
金
丹
と
称
し
て
三
○
粒

一
、
昨
日
小
藤
太
殿
よ
り
被
仰
付
候
義
浅
越
永
寿
よ
り
御
答
書
井
玄
碩
昌
貞
両
人
よ
り
添
書
両
通
共
差
出
申
候

一
、
御
尋
之
通
、
一
粒
金
丹
御
伝
法
相
済
不
申
候
義
者
、
相
違
無
御
座
候
。
然
処
、
右
御
薬
之
義
者
、
親
玄
隆
御
伝
法
相
済
居
候
間
、
懇
望

粒
金
丹
与
計
相
記
能
書
等
迄
、
甚
廉
末
に
て
、
誰
調
合
ト
姓
名
も
無
之
、
御
秘
法
之
御
薬
相
偽
狼
一
一
売
弘
メ
、
似
セ
薬
功
能
等
疑
敷
相
見

シ
美
由
。
頃
日
茂
、
武
州
岩
槻
在
之
者
、
永
寿
方
よ
り
右
丸
薬
相
調
、
馬
喰
町
止
宿
之
旅
人
江
、
津
軽
之
秘
法
御
薬
杯
共
、
諸
人
江
言
触
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候
。
此
殿
御
答
申
上
候
。

尤
大
粒
之
義
者
病
人
二
依
相
用
兼
候
一
一
付
、
右
大
粒
弐
シ
割
一
一
仕
相
用
宣
様
、
小
粒
二
調
合
仕
置
候
。
右
故
南
僚
壱
片
二
付
三
十
粒
二
相

成
差
遣
申
候
。
勿
論
能
書
等
廉
末
井
調
合
姓
名
無
之
義
者
、
私
儀
御
伝
法
も
相
済
不
申
候
二
付
、
御
官
印
能
書
相
用
不
申
、
親
玄
隆
摺
残
シ

置
候
巳
前
相
用
申
候
包
紙
御
座
候
二
付
、
其
儘
二
而
差
遣
申
候
。
全
御
秘
法
之
御
薬
私
義
随
意
二
調
合
、
狼
二
相
偽
売
弘
メ
候
義
者
、
決
而

無
御
座
候
。
功
能
之
義
者
、
親
調
合
仕
置
候
御
薬
之
義
二
付
、
大
切
二
囲
置
候
間
、
薬
気
等
洩
損
疑
敷
義
者
相
見
得
不
申
候
。
猶
又
右
相
調

候
者
、
旅
宿
一
一
而
申
触
候
義
者
親
存
生
之
節
よ
り
相
調
候
義
二
付
、
外
旅
人
江
も
談
合
致
候
義
ト
奉
存
候
。
本
法
調
合
二
而
者
下
直
一
一
売
出

シ
申
間
敷
由
御
尋
に
御
座
候
得
共
、
前
文
申
上
候
通
、
三
拾
粒
二
付
、
親
同
様
南
錬
一
片
二
差
遣
申
候
。
示
今
調
合
残
有
之
候
ハ
ハ
相
調

度
旨
強
望
申
候
間
、
差
遣
申
候
義
二
御
座
候
。
御
番
医
乍
相
勤
右
躰
之
致
方
二
而
者
、
御
外
聞
之
義
出
来
可
申
旨
、
御
尋
之
趣
重
点
奉
恐
入

浅
越
永
寿
金
丹
調
合
仕
、
狼
二
売
弘
メ
候
義
被
及
御
聞
、
委
細
御
書
抜
を
以
御
詮
義
被
仰
付
候
間
、
私
共
よ
り
夫
々
申
通
候
処
、
別
紙
之
通

御
答
申
上
候
。
私
共
二
而
も
、
得
ト
相
尋
候
処
、
御
答
申
上
候
趣
相
違
無
御
座
候
。
申
出
之
通
、
御
聞
届
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
候
。
則
御

答
書
付
差
上
候
。
此
段
申
上
候

遣
申
候
。

之
仁
御
座
候
〈
〈
、
差
遣
申
候
処
よ
り
、
前
々
功
能
知
合
之
者
も
御
座
候
間
、
武
州
岩
槻
在
之
者
懇
望
参
候
二
付
、
親
調
合
残
有
合
二
任
差

右
之
趣
何
分
宣
御
沙
汰
奉
仰
候
以
上

九
月
二
十
八
日

矢
島
、
中
丸
両
名

浅
越
永
寿以

上
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右
の
浅
越
永
寿
の
弁
明
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
矢
島
と
中
丸
の
添
書
は
証
明
す
る
。

製
造
販
売
許
可
を
得
て
い
な
い
藩
医
が
、
わ
ず
か
三
十
粒
の
一
粒
金
丹
を
販
売
し
た
だ
け
で
、
こ
の
よ
う
に
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
一
粒

金
丹
の
製
造
に
関
し
て
は
、
藩
当
局
に
よ
っ
て
非
常
に
厳
し
い
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

永
寿
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
処
置
が
と
ら
れ
た
か
は
、
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
記
述
か
ら
窺
う
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

一
つ
に
は
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
記
載
は
宿
直
日
記
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
た
め
事
件
の
す
。
へ
て
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

永
寿
の
答
弁
を
伝
え
る
九
月
二
十
八
日
以
降
、
記
載
が
あ
る
の
は
、
九
月
二
十
九
日
、
次
い
で
十
月
十
七
日
、
十
月
十
八
日
、
十
月
二
十
八

日
と
な
っ
て
い
る
。

九
月
二
十
九
日
の
記
事
は
、
参
勤
交
代
に
精
勤
し
た
六
名
の
医
師
が
目
録
を
頂
戴
し
た
こ
と
に
触
れ
、
十
月
十
七
日
の
記
述
は
、
平
沼
養
敬

か
奥
通
り
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
日
の
宿
直
は
、
井
上
宗
三
と
共
に
浅
越
永
寿
が
、
そ
の
任
に
当
っ
て
い
る
。
永

一
、
浅
越
永
寿
は
一
粒
金
丹
を
無
断
で
製
造
し
た
こ
と

二
、
浅
越
永
寿
の
親
玄
隆
は
製
造
許
可
を
得
て
お
り
、
そ
の
知
り
合
い
か
ら
依
頼
さ
れ
て
、
一
粒
金
丹
を
販
売
し
た
こ
と

三
、
玄
隆
が
既
に
調
合
し
て
い
た
一
粒
金
丹
を
販
売
し
た
こ
と

四
、
一
粒
金
丹
に
は
大
粒
と
小
粒
の
二
種
類
が
あ
り
、
永
寿
は
大
粒
を
二
つ
に
割
っ
て
小
粒
に
し
た
こ
と

五
、
一
粒
金
丹
の
小
粒
三
十
粒
で
、
南
錬
一
片
の
価
格
で
あ
っ
た
こ
と

六
、
一
粒
金
丹
の
包
紙
と
し
て
、
親
玄
隆
の
摺
り
残
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
た
め
、
官
印
が
押
印
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

七
、
長
期
間
保
存
し
て
も
薬
効
は
失
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

八
、
藩
医
で
あ
り
な
が
ら
、
無
許
可
で
一
粒
金
丹
を
販
売
し
た
こ
と
は
、
非
常
に
外
聞
も
悪
い
こ
と
で
あ
る

九
月
二
十
八
日
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寿
が
何
ら
か
の
処
分
、
例
え
ば
謹
慎
な
ど
の
処
置
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
二
週
間
以
内
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

十
月
十
八
日
と
二
十
八
日
の
記
述
は
こ
の
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
左
に
引
用
す
る
。

玄
隆
の
調
合
済
み
の
一
粒
金
丹
小
粒
三
十
粒
入
り
が
未
だ
八
包
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
藩
当
局
へ
返
済
さ
れ
た
。

十
月
二
十
八
日
の
記
載
は
、
こ
の
事
件
の
結
末
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
左
に
引
用
す
る
。

十
月
二
十
八
日
小
島
杏
栄

一
、
杉
山
小
藤
太
よ
り
、
矢
島
、
中
丸
両
氏
連
名
に
て
、
左
之
通
御
用
状
到
来
。
浅
越
永
寿
義
、
一
粒
金
丹
売
弘
候
義
、
御
食
義
被
仰
付
候

所
、
同
人
親
玄
隆
調
合
残
有
之
候
一
一
付
、
望
之
者
へ
差
出
候
旨
、
委
細
永
寿
答
書
差
出
候
趣
、
承
届
候
。
尤
此
間
差
出
候
調
合
残
金
丹

不
残
御
買
上
之
上
、
此
末
望
之
者
へ
差
遣
候
義
御
差
留
被
仰
付
、
已
来
、
心
得
違
無
之
様
被
仰
付
候
。
此
旨
申
入
候
以
上

十
月
十
八
日
小
島
杏
栄

、
浅
越
永
寿
儀
、
一
粒
金
丹
売
弘
候
義
二
付
、
御
答
申
上
候
所
、
同
人
親
玄
隆
調
合
残
り
不
残
差
出
候
様
、
被
仰
付
、
同
人
江
中
通
候

処
、
有
合
三
十
粒
入
八
包
差
出
申
候
間
、
則
差
上
申
候
以
上

十
月
十
八
日
矢
島
玄
碩

所
、
同
人
親
玄
隆
調

不
残
御
買
上
之
上
、

十
月
二
十
八
日

右
書
付
添
金
丹
八
包
杉
山
小
藤
太
殿
江
差
出
申
候
御
受
取
済

以
上

矢
島
玄
碩

中
丸
昌
貞

玄
碩
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推
定
さ
せ
る
。

永
寿
の
同
僚
矢
島
と
中
丸
に
用
人
の
杉
山
か
ら
連
絡
が
来
た
も
の
で
、
永
寿
の
用
立
て
を
一
応
は
了
承
さ
れ
た
こ
と
が
分
る
。
「
已
来
、
心

得
違
無
之
様
被
仰
付
候
」
と
い
う
文
面
を
考
慮
す
れ
ば
、
永
寿
に
対
し
て
と
く
に
厳
し
い
処
置
が
と
ら
れ
ず
、
こ
れ
で
一
件
落
着
し
た
こ
と
を

４
お
わ
り
に

こ
の
浅
越
事
件
に
よ
っ
て
、
津
軽
藩
が
一
粒
金
丹
の
製
造
に
関
し
て
、
大
変
厳
し
い
規
制
を
し
て
い
た
こ
と
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ケ
シ
が
津
軽
地
方
で
栽
培
さ
れ
て
か
ら
三
百
年
以
上
経
っ
て
い
る
が
、
阿
片
の
常
用
に
よ
る
中
毒
者
に
つ
い
て
の
記
録
が
現
在
の
と
こ
ろ
全

く
見
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
阿
片
の
取
り
扱
い
に
厳
し
い
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
一
粒
金
丹
は
大
小
二
種
知
ら
れ
て
い
た
が
、
大
粒
一
つ
は
小
粒
二
つ
に
相
当
し
、
そ
の
価
格
は
文
政
の
末
の
年
間
に
お

い
て
、
南
小
三
十
粒
で
南
錬
一
分
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
製
造
、
販
売
の
許
可
を
得
た
藩
医
は
、
各
自
で
包
装
紙
を
摺
り
、
そ
れ
に
官
印
を
貰

っ
て
販
売
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
た
。

た
だ
し
、
永
寿
の
所
有
し
て
い
た
一
粒
金
丹
を
他
医
に
転
売
し
た
い
と
い
う
希
望
は
入
れ
ら
れ
ず
、
一
粒
金
丹
は
藩
当
局
に
返
却
さ
れ
た
こ

と
は
前
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

文
献

松
木
明
、
松
木
明
知
津
軽
の
歴
史
、
津
軽
書
房
、
昭
和
四
十
六
年

松
木
明
、
松
木
明
知
統
津
軽
の
歴
史
、
津
軽
書
房
、
昭
和
五
十
年

松
木
明
知
医
学
史
雑
稿
、
津
軽
書
房
、
昭
和
五
十
六
年

松
木
明
知
麻
酔
科
学
史
の
バ
イ
オ
’
一
ァ
た
ち
、
麻
酔
科
学
史
研
究
序
説
、
克
誠
堂
、
昭
和
五
十
八
年

松
木
明
知
ケ
シ
の
渡
来
と
津
軽
一
粒
金
丹
（
第
四
十
九
回
日
本
民
族
衛
生
学
会
特
別
講
演
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
）
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ａ
こ
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国
９
号
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“
①
９
２
豆
房
《
弓
曽
鴇
昌
‐
斤
置
ご
臣
‐
尻
目
国
旨
・
）
夛
国
め
い
目
具
辱
８
国
胃
○
房
Ｑ
ご
く
号
①
目
呂
鴨
昌

■

諦
匡
ユ
巴
○
言
冒
冒
号
①
弓
○
穴
匡
四
四
芝
画
で
９
５
具
、
旨
。
①
○
百
巨
日
芝
農
（
）
旨
①
ａ
ｓ
①
Ｃ
Ｏ
日
も
○
国
①
貝
“
島
号
⑦
豆
房
．

ロ
昌
嘱
の
○
口
日
日
旨
い
○
宮
口
日
芝
曾
①
目
昌
冒
ｏ
２
ｇ
①
Ｑ
ず
冒
四
昌
冒
○
号
角
諦
匡
Ｑ
匙
、
旨
冨
唾
①
×
ｏ
①
宮
沙
門
目
２
ｍ
豊
屋
島
、
国
ｇ
）

ご
の
ら
釦
畠
①
ｓ
①
琶
芝
角
①
昌
○
（
ゆ
く
凰
崗
宮
①
旨
四
目
く
○
号
①
局
昌
切
弓
－
９
．
固
く
①
邑
昌
号
①
目
い
こ
い
閏
巨
諦
【
ａ
匙
。
冨
冒
）
○
巳
く
い
①
ぐ
胃
匙

、

浄
屋
Ｑ
己
で
ず
湧
甘
置
冨
切
乏
①
門
①
匙
ざ
葛
①
二
ｓ
も
ｇ
Ｑ
こ
の
⑦
四
目
・
切
堅
』
ｇ
①
凰
房
．

旨
扇
ぎ
》
号
⑦
さ
』
一
○
乏
冒
ぬ
い
⑦
国
○
房
旨
Ｃ
ａ
①
日
５
○
戸
亘
四
８
．
シ
で
ず
湧
詳
○
国
ご
ロ
目
冒
８
国
替
智
ン
圏
四
○
①
、
ｏ
丘
詳
冨
門
ご
島

昏
ｏ
麓
ご
巴
岸
禽
閣
⑦
庁
巨
星
屋
‐
尿
冒
ｓ
昌
宮
房
二
○
臣
、
毎
号
角
望
睦
歓
①
旨
号
昌
ｓ
ｏ
員
で
①
国
冒
ゅ
圏
○
罠
．

●
◆

酸
目
。
⑦
国
営
匡
少
囲
い
ｃ
①
雪
隠
酌
諦
巨
旦
騨
一
己
昏
湧
芦
凰
色
冨
９
月
豐
四
閏
匡
⑥
置
冒
〉
ず
届
（
葛
四
ｍ
旨
○
〔
四
崖
。
葛
①
ｇ
８
百
．
Ｏ
Ｑ
目
８
号
①

直
房
）
吾
①
弓
豐
ｍ
胃
巨
庁
巨
旦
昌
、
冒
旨
Ｐ
ｇ
易
①
旦
匡
目
ｇ
ご
罵
騨
嵐
旨
四
庁
一
己
昌
宮
芝
両
日
・
国
鳥
⑦
Ｑ
互
昌
５
呂
言
昌
含
画
Ｑ
①
骨
巴
庁
。

◆

⑦
×
も
』
”
昌
色
口
○
目
○
○
旨
○
①
吋
冒
桿
国
頤
（
ず
①
Ｑ
再
ａ
匡
己
〕
巽
四
昌
○
の
い
○
『
骨
彦
①
切
斡
一
①
．

①

へへへ

876
レーー

松
木
明
知
渋
江
抽
斎
と
津
軽
一
粒
金
丹
、
日
本
医
史
学
雑
誌
、
三
十
巻
四
号
昭
和
五
十
九
年
十
月

江
戸
御
家
中
明
細
帳
（
写
本
）
、
慶
応
二
年
、
弘
前
市
立
図
書
館
蔵

勝
朕
詮
吉
郎
語
学
の
天
才
馬
場
佐
十
郎
、
新
小
説
、
大
正
十
五
年
七
月
号

シ
煕
巨
・
昌
○
冒
の
の
Ｒ
ｇ
型
房
《
（
弓
豐
蚫
胃
巨
‐
庁
冨
曼
巨
‐
困
言
国
ご
》
》
色
）

１
国
扁
恩
附
昌
国
言
シ
忠
曾
①
１
１

す
ぐ、

シ
霞
８
曽
○
冒
冨
シ
弓
⑫
ご
尻
目

(108) 404



InAsagoe'sexplanation,hesoldpills,whichhisfatherhadlefihimtokeepfbrfiltureuse,atthc

earnestrequestofhisfather'sfifiends.

Astherewasneithercrimenormoneytroubleinvolvedinthiscase,hewaspermittedtocontinue

hisprofbssionwithoutpunishment.

（
⑦
。
［
）

い
つ
寸


